
資料１６ 

福祉人材確保 

 

① きょうと福祉人材育成認証制度（平成２５年４月開始） 

福祉業界が若者にとって安心して働ける業界であることを、根拠を持って説明していく

ツールとして創設。人材育成に積極的に取り組む福祉事業所を京都府が認証し、公表。認

証取得に向けて取り組む事業所に対しては、専門家による相談会や研修を無料で実施。 

「人材育成に積極的に取り組む」意思表示である「宣言」。基準を満たす事業所を認定

する「認証」。高度な人材確保の取組みを実施している法人は「上位認証」制度を用意。 

「きょうと福祉人材育成認証制度」に参加するには、まず「宣言」していただきたい。

宣言いただければ、この認証基準を満たす取組みの支援をご案内しますので、現段階で基

準を満たしていないと思われる場合でも、まず宣言をすることをご検討ください。 

 

②リーフレット 

京都府福祉人材・研修センターとは厚生労働大臣の認可を得た、福祉の仕事専門の無料

職業紹介所です。４７都道府県の社会福祉協議会に設置されています。無料職業紹介所で

すので、京都府福祉人材・研修センター経由で採用者が決定しても「手数料、登録料等」

が発生することはありません。求人票はインターネットから提出することが可能です。職

員採用時には是非お声かけください。 

 

③求人の手引き 

 京都府福祉人材・研修センターではハローワーク同様、インターネット上から求人票を

提出することが可能です。先にも述べましたが無料職業紹介所ですので、京都府福祉人材

研修センター経由で採用者が決定しても「手数料、登録料等」が発生することはありませ

ん。また、一度提出した求人票はデータでシステムに保存されますので、次回求人票を提

出する際に保存データを再利用しますので簡単に求人票の作成、提出が可能です。それら

の手続きを示したものが「求人の手引き」になります。不明な点が生じた際は電話でサポ

ートいたします。 

 

④介護の資格届出制度 

 社会福祉法で介護福祉士等（介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘル

パー養成研修１級・２級課程、旧介護職員基礎研修、介護に関する入門的研修を終了した

方も含まれます。）の資格をお持ちの方で、福祉の仕事から離れる、福祉の仕事に就かな

い方の届出は、法律上努力義務となっています。 

 介護福祉士等の有資格者を生涯サポートすることを目的としています。 

 



き ょ う と 福 祉 人 材 育 成 認 証 制 度 
 
 

１ 目 的 
（１）福祉業界自らが人材確保・定着に努力する環境を整備すること 
（２）業界の取組や福祉業界を正しく理解できる情報を「見える化」すること  
 
２ 制度概要 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ メリット 

＜宣言＞ 
 ○職員の定着や労働環境整備（＝認証取得）のため、無料の支援を受けることができる 
  ・人材育成や人事評価制度構築などのためのセミナー 
   テーマ例：人材育成計画の作成、キャリアパスの体系構築、給与制度の設計等 
  ・法人・事業所の課題・悩みの相談を解決に導くための専門家の支援（個別相談等） 
  ・新任職員や管理職等の現任職員向けの研修 
   テーマ例：中堅職員研修、OJT 推進者研修、 

管理職研修（財務管理やメンタルヘルスケア） 
  ・WEB を活用した職員アンケートの実施 
 

＜認証・上位認証＞ 
〇上記に加えて 
・採用活動等において認証マークを活用し、学生等に事業所をアピールできる。 

 ・京都府が実施するインターンシップ事業等への参加 
  ・就職フェアへの参加要件（令和３年３月～予定） 
 

人材育成に積極的に取組む福祉事業所を京都府が認証し、学生等に公表 

認証取得に向けての取組を研修やコンサルティングで京都府が支援 

【ホップ】 人材育成に取り組むことを意思表明→「宣言法人」 

【ステップ】認証基準を満たす→「認証法人」 

【ジャンプ】更なる取組に対する上位認証→「上位認証法人」 



































消費者トラブルと見守り 
 

                          京都府消費生活安全センター 

１．消費生活センターの役割            （資料：センターのしおり） 

◆消費生活相談  ◆啓発・教育  ◆調査・指導 

２．京都府の消費生活相談の現状            

  平成３０年度 相談件数 ４，７６８件      

○インターネットなど情報通信に関する相談件数が突出。（８３８件で全体の約６分の１） 

○高齢者を狙った特殊詐欺をはじめとする悪質商法の手口が巧妙化し、高齢者からの相談割

合が年々増加。 （６５歳以上の相談 １，５４５ で全体の３分の１）         

※特殊詐欺被害（平成 31 年１月～令和元年 12 月／２０６件、約３億円）＜京都府警察発表暫定値＞ 

    （資料：消費者注意報） 

 ３．障がい者の消費者トラブルの特徴     （資料：見守りガイドブック P1～P2） 

  ①判断に必要な情報が不十分だったり、相談のために特別な支援を必要とする 

  ②判断に支援が必要な場合、だまされていることに気づきにくい 

  ③被害にあっても抱え込んでしまい周囲に相談しない 

４．相談事例          （資料：見守りガイドブック P3～P8事例①～事例⑥） 

 ◇ヘルパーが被害を発見したり、利用者から相談を受けた場合は、事業所のケアマネージャ

ーから消費生活センターにご相談ください。 

５．見守り、気づき、声かけ、つなぐ     （資料：見守りガイドブック P9～P14） 

  ・十分な情報提供 

  ・家族や周囲の人が日頃から様子を気にかける（具体的な声かけ） 

  ・信頼関係の構築（何でも話せる） 

  ・被害に気づいたら、被害を知ったら（地域の連携→相談窓口） 

６．相談窓口の利用    （いやや！） 

  ★消費者ホットライン  １８８ ＜お近くの消費生活相談窓口をご案内します＞ 

  ★京都府消費生活安全センター ＴＥＬ：０７５－６７１－０００４ 

   ☆京都府山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課  ＴＥＬ：０７７４－２１－２４２６ 

☆京都府南丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課   ＴＥＬ：０７７１－２３－４４３８ 

☆京都府中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課   ＴＥＬ：０７７３－６２－２５０６ 

☆京都府中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課   ＴＥＬ：０７７２－６２－４３０４ 

７．消費生活出前講座の案内 

ご利用者の方の消費者被害の早期発見や未然防止に向けた、ケアマネージャーやヘルパー

対象の講座を行っていますので、是非、ご利用ください。 

京都府消費生活安全センター（ＴＥＬ：０７５－６７１－００３０）又はお近くの広域振興

局の相談窓口へご連絡ください。 

資料１７ 
































